
公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会

令和５年度事業計画書

自：令和５年４月 １日
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国内では、昨年度、新型コロナウイルス感染症の影響に加えて、ロシアのウクライナ侵攻と

円安から波及した食料や建設費等の高騰などにより社会や経済は大きく影響を受けました

が、観光やイベント等の規制も徐々に緩和され、さらには新型コロナウイルスの感染症法上

の位置づけが５類に引き下げられるなど、今年度はいよいよ経済活動を優先した動きが本格

化します。

このような状況下、当協会は、既存住宅流通市場の活性化や空き家対策、宅建士資格試験の

申込受付・試験監督業務等の取組みなど、宅地建物取引業界の団体として重要な使命を担っ

ております。昨年９月には改正「不動産の表示に関する公正競争規約」、同年１１月には改正

「所有者不明土地法」がそれぞれ施行されるなど、近年法改正等が多いことから、引き続き消

費者保護や適正な宅地建物取引の実務対応等について、啓発を行います。

 また、不動産無料相談や空き家相談会を開催するとともに、良質な既存住宅の提供のため、

住宅インスペクションの啓発や、全宅連安心 R住宅事業を推進して参ります。 

 更には、消費者保護及び賃貸市場の適正化のため、賃貸不動産管理業登録制度等について

関係諸機関と連携し啓発を行うとともに、専門知識の習得と実務遂行能力を高めることを支

援するため、国家資格の賃貸不動産経営管理士講習（試験の一部免除）を行います。

当協会では、昨年４月より８支部から４支部体制へと移行しました。不慣れな点も多いこ

の統合についてスムーズな融合を図るため、更なる支援とテコ入れを行います。

近年は、コロナ禍でセミナー等の開催規模等に制約を受けるなど、県民（消費者）との接点

が希薄なこともあったことから、広告、メディア、イベント等を通して様々な情報を発信する

などブランディングを強化し、より一層協会の存在感を高めて参ります。

このような施策に円滑に対応し、県民（消費者）へ安心で安全な宅地建物の取引を提供する

とともに、地域社会とのより強固な連携を図るため、公益目的事業及び会員支援事業等、令和

５年度の事業計画を以下に立案します。
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国内では、昨年度、新型コロナウイルス感染症の影響に加えて、ロシアのウクライナ侵攻と

円安から波及した食料や建設費等の高騰などにより社会や経済は大きく影響を受けました

が、観光やイベント等の規制も徐々に緩和され、さらには新型コロナウイルスの感染症法上

の位置づけが５類に引き下げられるなど、今年度はいよいよ経済活動を優先した動きが本格

化します。 

このような状況下、当協会は、既存住宅流通市場の活性化や空き家対策、宅建士資格試験の

申込受付・試験監督業務等の取組みなど、宅地建物取引業界の団体として重要な使命を担っ

ております。昨年９月には改正「不動産の表示に関する公正競争規約」、同年１１月には改正

「所有者不明土地法」がそれぞれ施行されるなど、近年法改正等が多いことから、引き続き消

費者保護や適正な宅地建物取引の実務対応等について、啓発を行います。 

 また、不動産無料相談や空き家相談会を開催するとともに、良質な既存住宅の提供のため、

住宅インスペクションの啓発や、全宅連安心 R住宅事業を推進して参ります。 

 更には、消費者保護及び賃貸市場の適正化のため、賃貸不動産管理業登録制度等について

関係諸機関と連携し啓発を行うとともに、専門知識の習得と実務遂行能力を高めることを支

援するため、国家資格の賃貸不動産経営管理士講習（試験の一部免除）を行います。 

当協会では、昨年４月より８支部から４支部体制へと移行しました。不慣れな点も多いこ

の統合についてスムーズな融合を図るため、更なる支援とテコ入れを行います。 

近年は、コロナ禍でセミナー等の開催規模等に制約を受けるなど、県民（消費者）との接点

が希薄なこともあったことから、広告、メディア、イベント等を通して様々な情報を発信する

などブランディングを強化し、より一層協会の存在感を高めて参ります。 

このような施策に円滑に対応し、県民（消費者）へ安心で安全な宅地建物の取引を提供する

とともに、地域社会とのより強固な連携を図るため、公益目的事業及び会員支援事業等、令和

５年度の事業計画を以下に立案します。 

令和５年度事業計画書の件 
報告事項 

第２号 

Ⅰ 公益目的事業 
 
 

公益事業１ 苦情・相談対応事業 
 
 
（１）無料相談事業の適切な運営 

 
  不動産無料相談所を設置し、全宅保証青森本部と共同して、県民（消費者）に対し、適

切な相談業務を行う。 
  専門職としての知り得る範囲内での回答、助言、関係機関等の紹介等を行い、地域密着

型事業として相談等を開催し、県民（消費者）に対しての相談ブースを設ける他、地方公

共団体と連携した相談業務を行う。 
 
 
（２）無料相談所相談員研修会の開催 
 

無料相談所の業務体制の強化及び相談員としての専門的知識習得を図りながら、全宅保

証青森本部と共同し、統一化された業務を遂行するため、無料相談所相談員の研修会を開

催する。 
 
 
（３）不動産取引等に関する相談業務に対応するための「あなたの不動産 税金は」等の配

布 

 
  毎年変わる不動産税制等について、無料相談所において県民（消費者）からの不動産取

引等に関する相談に対応する相談員並びに会員業者が理解を深めるため、税金の本等を配

布すると共に、税制等の内容について周知を図る。 
 
 

公益事業２ 人材育成事業 
 
（１）免許業者・消費者を対象とした研修会の開催 

 
  宅地建物取引業法第 64条の 6で定められた研修を行い、全宅保証青森本部・各支部と
共同し、宅地建物取引業法並びに不動産関係法令等の専門的知識の習得及び能力向上を図

るとともに、県民（消費者）も不動産取引に関連する知識を習得できる研修会を開催し、

宅地建物取引業の健全な発達に寄与する。 
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（２）不動産公正競争規約に関する研修会の開催 

 
  宅地建物取引業者が、新聞広告、折込チラシ、web広告等において、誇大広告、おとり
広告による不当な顧客の誘引を防止し、また県民（消費者）が安心して自主的かつ合理的

な選択できる環境の形成及び事業者間の公正な競争の確保に努めるため、免許業者・消費

者を対象として「不動産の公正競争規約」に関する研修会を開催する。 
 
 
（３）一般公開セミナーの開催 
 
  民法改正を含めた宅地建物の売買取引や賃貸借契約の知識、不動産に関連する各種事

業、不動産から派生する内容で県民生活に直結する知識の習得に寄与するため、県民（消

費者）を対象としたセミナーを開催する。 
 
 
（４）宅地建物取引士法定講習会の開催 
 
  青森県が指定した「法定講習指定団体」として、資格試験合格後の宅地建物取引士証発

行及び取引士証の更新の際に受講が必要な宅地建物取引士法定講習会を年 4回開催する。
講師には、県所管課担当官、弁護士、公認会計士等を迎え、受講者の専門的知識の習得に

寄与する。 
  また、今年度中に全宅連が構築した「Web法定講習システム」を利用したWeb講習を
実施する。 

 
 
（５）宅地建物取引士証発行の窓口業務及び取引士資格に関する事務の実施 

 
  青森県所管課の補助事務として、青森県知事登録の取引士資格登録簿に関する事務及び

取引士証の発行窓口業務を行う。 
 
 
（６）宅地建物取引士資格試験の円滑な実施 
 
  青森県における宅地建物取引士資格試験について、青森県知事が一般財団法人不動産適

正取引推進機構に委任し、同機構より当協会が委託を受け、協力機関として試験の公正性

の確保を第一義とし、受験者の受験しやすい環境の確保、不正行為の防止等に努め、適確

な試験事業を行う。 
 

― 38 ―



（２）不動産公正競争規約に関する研修会の開催 

 
  宅地建物取引業者が、新聞広告、折込チラシ、web広告等において、誇大広告、おとり
広告による不当な顧客の誘引を防止し、また県民（消費者）が安心して自主的かつ合理的

な選択できる環境の形成及び事業者間の公正な競争の確保に努めるため、免許業者・消費

者を対象として「不動産の公正競争規約」に関する研修会を開催する。 
 
 
（３）一般公開セミナーの開催 
 
  民法改正を含めた宅地建物の売買取引や賃貸借契約の知識、不動産に関連する各種事

業、不動産から派生する内容で県民生活に直結する知識の習得に寄与するため、県民（消

費者）を対象としたセミナーを開催する。 
 
 
（４）宅地建物取引士法定講習会の開催 
 
  青森県が指定した「法定講習指定団体」として、資格試験合格後の宅地建物取引士証発

行及び取引士証の更新の際に受講が必要な宅地建物取引士法定講習会を年 4回開催する。
講師には、県所管課担当官、弁護士、公認会計士等を迎え、受講者の専門的知識の習得に

寄与する。 
  また、今年度中に全宅連が構築した「Web法定講習システム」を利用したWeb講習を
実施する。 

 
 
（５）宅地建物取引士証発行の窓口業務及び取引士資格に関する事務の実施 

 
  青森県所管課の補助事務として、青森県知事登録の取引士資格登録簿に関する事務及び

取引士証の発行窓口業務を行う。 
 
 
（６）宅地建物取引士資格試験の円滑な実施 
 
  青森県における宅地建物取引士資格試験について、青森県知事が一般財団法人不動産適

正取引推進機構に委任し、同機構より当協会が委託を受け、協力機関として試験の公正性

の確保を第一義とし、受験者の受験しやすい環境の確保、不正行為の防止等に努め、適確

な試験事業を行う。 
 

（７）不動産キャリアパーソン資格登録制度の推進 
 
  宅地建物取引業に従事する者の資質向上による県民（消費者）へのサービス向上及び県

民（消費者）を含めた不動産取引に関わる者全般に対する適正な取引実務、知識の普及に

よる安心安全な不動産取引を推進するため、会員業者並びに県民（消費者）に「不動産キ

ャリアパーソン」の受講推進の啓発を行う。県民（消費者）に対し、安心安全な宅地建物

取引業務を提供するため、すべての会員及び従業者が受講することを目標とする。 

 
 
（８）不動産業開業支援セミナーの開催 
 

新入会員及び開業予定者を対象としたセミナーを開催し、本会への入会促進を図り組織

増強に努めるとともに、組織力で開業予定者をサポートする。 
 
 
（９）賃貸不動産経営管理士講習の開催 
   
  賃貸管理業の登録制度の施行により、賃貸不動産経営管理士への役割と期待が高まって

いる。 
  このため、青森県内及び近県の業者の賃貸不動産経営管理士の取得を促進するため、一

般社団法人全国賃貸不動産管理業協会（全宅管理）と協力し、賃貸不動産経営管理士講習

を開催する。 
なお、同講習を修了したときは 2年間、賃貸不動産経営管理士の試験問題 50問のうち

5問免除される。 
 
 
 

公益事業３ 情報提供事業 
 

（１）不動産関係法令の改正事項等の周知 
 
  不動産関係法令の改正事項等について、所管官庁・全宅連等より迅速かつ正確な情報提

供を受け、広報誌「宅建あおもり」・ホームページを通じて免許業者及び県民（消費者）

に提供し、不動産取引に関する紛争の未然防止に努める。 
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（２）不動産広告に関する事前相談業務 
 
  一般消費者の利益を保護するため、免許業者及び広告会社等からの不動産広告（新聞広

告・チラシ等）の企画・制作等に関する事前相談業務を行い、適正な不動産広告を推進す

る。 
 
 
（３）不動産広告に関する関係法令の周知 
 

景品表示法の規定に基づく「不動産の表示に関する公正競争規約」「不動産業における

景品類の提供の制限に関する公正競争規約」について、広報誌「宅建あおもり」・ホーム

ページを通じて免許業者及び県民（消費者）に提供する。 
 
 
（４）広報誌の発行及びホームページ等の運用 
 
  全宅連・全宅保証青森本部と共同して、広報誌「宅建あおもり」を定期発行し、県民

（消費者）に対し業界動向、不動産関係法令の改正、業務関連知識等の情報提供を行う。 
  また、ホームページについては随時更新し、県民（消費者）へ迅速な情報提供を行うほ

か、メール登録している会員には、「ハトマークニュース」を送信し、より速やかな情報

提供を行う。 
 

 
（５）県民への情報提供 
 
  不動産に関する Q＆Aや本会の公益目的事業等について、広告、メディア、イベント等
を通して県民（消費者）に対し広く PRする。 

  内容としては、不動産取引の疑問点や知識などを広報誌等でわかりやすく解説する他、

無料相談所の周知や一般公開セミナー開催、その他地域社会に貢献する事業について等、

多岐に亘って情報提供する。 
 
 
（６）公共事業代替地情報提供事業の円滑な実施 

 

公共事業用地代替地の斡旋事業の他、国や地方公共団体、独立行政法人等との協定に基

づき、事業主体に対し積極的に協力し、公共の福祉に寄与する。 
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（２）不動産広告に関する事前相談業務 
 
  一般消費者の利益を保護するため、免許業者及び広告会社等からの不動産広告（新聞広

告・チラシ等）の企画・制作等に関する事前相談業務を行い、適正な不動産広告を推進す

る。 
 
 
（３）不動産広告に関する関係法令の周知 
 

景品表示法の規定に基づく「不動産の表示に関する公正競争規約」「不動産業における

景品類の提供の制限に関する公正競争規約」について、広報誌「宅建あおもり」・ホーム

ページを通じて免許業者及び県民（消費者）に提供する。 
 
 
（４）広報誌の発行及びホームページ等の運用 
 
  全宅連・全宅保証青森本部と共同して、広報誌「宅建あおもり」を定期発行し、県民

（消費者）に対し業界動向、不動産関係法令の改正、業務関連知識等の情報提供を行う。 
  また、ホームページについては随時更新し、県民（消費者）へ迅速な情報提供を行うほ

か、メール登録している会員には、「ハトマークニュース」を送信し、より速やかな情報

提供を行う。 
 

 
（５）県民への情報提供 
 
  不動産に関する Q＆Aや本会の公益目的事業等について、広告、メディア、イベント等
を通して県民（消費者）に対し広く PRする。 

  内容としては、不動産取引の疑問点や知識などを広報誌等でわかりやすく解説する他、

無料相談所の周知や一般公開セミナー開催、その他地域社会に貢献する事業について等、

多岐に亘って情報提供する。 
 
 
（６）公共事業代替地情報提供事業の円滑な実施 

 

公共事業用地代替地の斡旋事業の他、国や地方公共団体、独立行政法人等との協定に基

づき、事業主体に対し積極的に協力し、公共の福祉に寄与する。 
 
 

（７）レインズシステムの利用促進及び広報活動の実施 

 
  宅地建物取引業法第 34条の 2に規定された業界の共同仲介ルールである媒介契約制度
について、県民（消費者）に啓蒙するとともに、同制度において国土交通大臣が指定した

公益財団法人東日本不動産流通機構と連携を図りながら、広報誌「宅建あおもり」・ホー

ムページを通じて、会員業者へのレインズシステムの物件登録の利用促進、指定流通機構

制度の PRを図る。 
 
 
（８）「ハトマークサイト」及び全宅連「ハトサポ」の利用促進 

 
広く一般消費者に物件情報を無料で提供する「ハトマークサイト」について、豊富な物

件情報から県民（消費者）が選択できるよう、会員業者に対し利用促進・普及啓発を図り、

積極的な物件登録の推進についてホームページを通じて PRする。 

また、会員が全宅連「ハトサポ」内にある①不動産情報流通システム「ハトサポ BB」、

②電子契約「ハトサポサイン」、③「web書式作成システム」等を活用することにより、県

民（消費者）に対する適切な情報提供と安心安全な取引の実現に向け、「ハトサポ」利用促

進のための研修会を開催する。 

 
 
 

公益事業４ 地域社会貢献事業 
 
（１）青森県内の各地域社会へ貢献する事業の推進 

 

  地域に密着している業界として、地域社会の行事への参加、生活環境の保全・植樹等自

然環境の保護・整備、献血運動等を実施し地域社会へ貢献する。 

 
 
（２）災害時の民間賃貸住宅の紹介等に関する斡旋事業の推進 

 
  災害時に備え、被災者住宅支援事業として、青森県と協定を締結しており、この協定に

則り、被災者への民間賃貸住宅の空き部屋等の情報提供を行うことにより、地域に密着し

た災害支援を行う。 
 
 
 
 

― 41 ―



（３）市町村との空き家・空き地の利活用等に関する協定の推進 

 
  空き家・空き地問題対策の一環として、県内市町村と空き家・空き地等の利活用に関す

る取組みを積極的に行い、地域社会の活性化を図り地域社会に貢献する。 
 
 
（４）空き家の管理・利活用及び全宅連安心 R住宅事業の推進 
 
  青森県居住支援協議会や各種団体と連携し、空き家の適正管理・利活用を推進するとと

もに、生活環境に悪影響を及ぼす空き家（特定空家）について、自治体と情報共有を図り

ながら、官民連携を強化する。 
  また、既存住宅の有効活用の促進のため、会員業者に対し、全宅連安心 R住宅事業を推
進し、県民に対し良質な既存住宅の提供を推進する。 

 
 
（５）空き家相談会の開催 

 
県民の「空き家の適正管理及び利活用促進」のため、宅建士、司法書士、建築士を相談

員として、連携を密にした空き家相談会を県内各地で開催する。 
 
 
（６）不動産フェアの開催 

  
 地域社会と積極的に交流を深め、身近なハトマークとして信頼を高めるため、全宅連が

定めた「不動産の日」（９月２３日）を中心に不動産フェアを各地域で開催する。 
 
 
（７）「こどもレディース１１０番の店」犯罪被害未然防止事業の推進による地域安全確保 

 

犯罪のターゲットにされやすい子供と女性を守るため、青森県警察本部と連携し会員業者の

事務所にステッカーを貼付し、犯罪被害の未然防止に努める。 

 

 
（８）地域安全確保事業の推進 

 
  各地域社会において、高齢者・こども等の安全確保に努めるため、自治体や関係団体と

連携を密にする。また、AED（自動体外式除細動器）を青森県不動産会館・八戸支部会
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（３）市町村との空き家・空き地の利活用等に関する協定の推進 

 
  空き家・空き地問題対策の一環として、県内市町村と空き家・空き地等の利活用に関す

る取組みを積極的に行い、地域社会の活性化を図り地域社会に貢献する。 
 
 
（４）空き家の管理・利活用及び全宅連安心 R住宅事業の推進 
 
  青森県居住支援協議会や各種団体と連携し、空き家の適正管理・利活用を推進するとと

もに、生活環境に悪影響を及ぼす空き家（特定空家）について、自治体と情報共有を図り

ながら、官民連携を強化する。 
  また、既存住宅の有効活用の促進のため、会員業者に対し、全宅連安心 R住宅事業を推
進し、県民に対し良質な既存住宅の提供を推進する。 

 
 
（５）空き家相談会の開催 

 
県民の「空き家の適正管理及び利活用促進」のため、宅建士、司法書士、建築士を相談

員として、連携を密にした空き家相談会を県内各地で開催する。 
 
 
（６）不動産フェアの開催 

  
 地域社会と積極的に交流を深め、身近なハトマークとして信頼を高めるため、全宅連が

定めた「不動産の日」（９月２３日）を中心に不動産フェアを各地域で開催する。 
 
 
（７）「こどもレディース１１０番の店」犯罪被害未然防止事業の推進による地域安全確保 

 

犯罪のターゲットにされやすい子供と女性を守るため、青森県警察本部と連携し会員業者の

事務所にステッカーを貼付し、犯罪被害の未然防止に努める。 

 

 
（８）地域安全確保事業の推進 

 
  各地域社会において、高齢者・こども等の安全確保に努めるため、自治体や関係団体と

連携を密にする。また、AED（自動体外式除細動器）を青森県不動産会館・八戸支部会

館・つがる弘前支部会館に設置していることを PRし、県民（消費者）の緊急時に備え
る。 

 

 

（９）ガイドブックの教育機関への配付 

 
  賃貸住宅を借りる際の「部屋探し」から「契約」、「入居中の規則」、「退去」、「緊急災害

への備え」などをまとめた「部屋を借りる人のためのガイドブック（5か国語）【全宅連
作成】」や「はじめての一人暮らしガイドブック【全宅連作成】」を県内の教育機関に配

付する。 
  また、希望する教育機関には講師を派遣する。 
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Ⅱ その他の事業 
 

 
１．会員支援事業 

 
 

（１）会員業者に対する教育及び指導 

 

  会員業者の業務に対し、法令順守について教育及び指導を行う。本会の倫理規程の理念

に則り、業界全体の社会的地位の向上と社会的信頼の確保並びに宅地建物取引士の品位の

保持と資質の向上を図るため、教育制度の充実化を図る。 

 

 

（２）規約違反被疑案件に対する適正な措置 

 
  「不動産の表示に関する公正競争規約」「不動産業における景品類の提供の制限に関す

る公正競争規約」の違反被疑案件については、東北地区不動産公正取引協議会と連携し、

適確な調査指導のもとに適正な措置を講ずるものとする。 
  近年、全国的に webでの不動産広告の規約違反被疑案件が増加していることを踏ま
え、より一層注意喚起を行う。 

 
 
（３）研修受講済証明書の発行 
 
  宅地建物取引業法第 64条の 6に定める研修（一定課程研修会）の受講証明書を、免許
更新する会員業者の免許申請書に添付し、青森県知事宛に発行する。 

 
 
（４）各種資格及び教育研修制度への円滑な対応 
  

  宅建業務に関連する各種資格及び教育研修制度について、各事業実施団体より的確な情

報提供を受け、会員業者へ周知を図る。 

 

・宅地建物取引士資格に関する登録実務講習 
・宅地建物取引士資格試験に関する登録講習 

・不動産コンサルティング技能試験 ···················· 公益財団法人不動産流通推進センター 
・不動産キャリアパーソン資格登録制度 ····· 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会 
・管理業務主任者試験 ········································· 一般社団法人マンション管理業協会 
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Ⅱ その他の事業 
 

 
１．会員支援事業 

 
 

（１）会員業者に対する教育及び指導 

 

  会員業者の業務に対し、法令順守について教育及び指導を行う。本会の倫理規程の理念

に則り、業界全体の社会的地位の向上と社会的信頼の確保並びに宅地建物取引士の品位の

保持と資質の向上を図るため、教育制度の充実化を図る。 

 

 

（２）規約違反被疑案件に対する適正な措置 

 
  「不動産の表示に関する公正競争規約」「不動産業における景品類の提供の制限に関す

る公正競争規約」の違反被疑案件については、東北地区不動産公正取引協議会と連携し、

適確な調査指導のもとに適正な措置を講ずるものとする。 
  近年、全国的に webでの不動産広告の規約違反被疑案件が増加していることを踏ま
え、より一層注意喚起を行う。 

 
 
（３）研修受講済証明書の発行 
 
  宅地建物取引業法第 64条の 6に定める研修（一定課程研修会）の受講証明書を、免許
更新する会員業者の免許申請書に添付し、青森県知事宛に発行する。 

 
 
（４）各種資格及び教育研修制度への円滑な対応 
  

  宅建業務に関連する各種資格及び教育研修制度について、各事業実施団体より的確な情

報提供を受け、会員業者へ周知を図る。 

 

・宅地建物取引士資格に関する登録実務講習 
・宅地建物取引士資格試験に関する登録講習 

・不動産コンサルティング技能試験 ···················· 公益財団法人不動産流通推進センター 
・不動産キャリアパーソン資格登録制度 ····· 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会 
・管理業務主任者試験 ········································· 一般社団法人マンション管理業協会 

・マンション管理士試験 ··································· 公益財団法人マンション管理センター 
・賃貸不動産経営管理士講習及び試験 ··········· 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会 
・少額短期保険募集人資格試験 ······································ 株式会社宅建ファミリー共済 

 

 
（５）提携大学との産学協調事業に対する円滑な対応 
 
  全宅連の産学協調事業について、会員業者に対し周知を図るとともに、全宅連が提携し

ている次の事業に対し、円滑な対応をする。 
 
・明海大学不動産学部「企業推薦特別入学試験制度」 

 
 
（６）全宅住宅ローン（フラット３５）についての円滑な対応と周知 
 
  住宅金融支援機構と提携し、選別なき住宅ローンを扱うために設立されている「全宅住

宅ローン」について、会員業者の方々に取次や相談の窓口となって頂くため、円滑な対応

及び周知を図る。 
  住宅金融支援機構のフラット 35を取扱う同ローンが、他の金融機関より利用しやすい
内容となっていることから、会員業者の業務の一環として利用促進を図る。 

 
 
（７）賃貸不動産管理業協会への入会促進 

 
  賃貸管理業務を多角的にサポートしていくことを目的に設立されている「一般社団法人

全国賃貸不動産管理業協会（全宅管理）」への入会促進を図る。 
   
 
（８）宅建ファミリー共済の加盟促進 

 
  賃貸物件入居者向けの、家財・什器備品や入居物件や日常生活に関わる賠償責任の補償

保険を取り扱うための宅建ファミリー共済を会員業者に対して、加盟促進を図る。 
 
 
（９）宅建保証ＣＩＺあおもりの推奨 

  一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会（全宅管理）推奨の「ＣＩＺ宅建保証」が、

「宅建保証ＣＩＺあおもり」として利用できることから、会員業者のサポート商品として

推奨し利用促進を図る。 
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２．共済加盟促進事業 

（１）福祉共済事業の推進

 会員業者及び従業者を対象とした各種共済・保険等について事業実施主体より的確な情

報提供を受け、周知を図ると同時に、会員業者に対し加入促進を図る。 

・がん保険制度 ···································· 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
・宅地建物取引士賠償責任補償制度 ··································· 株式会社宅建ブレインズ
・企業年金基金制度 ································································· 宅建企業年金基金
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２．共済加盟促進事業 

（１）福祉共済事業の推進

 会員業者及び従業者を対象とした各種共済・保険等について事業実施主体より的確な情

報提供を受け、周知を図ると同時に、会員業者に対し加入促進を図る。 

・がん保険制度 ···································· 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
・宅地建物取引士賠償責任補償制度 ··································· 株式会社宅建ブレインズ
・企業年金基金制度 ································································· 宅建企業年金基金

Ⅲ 法人管理業務 
 
 
（１）関係諸機関との連絡協調 
 
  宅地建物取引業の主管課である青森県県土整備部建築住宅課の他、関連している課と緊

密な連携を図る。 
  また、行政及び他団体と連携して行う各種事業に積極的に参画する。 
 
 
（２）組織強化のための入会促進 
   
  県内の宅地建物取引業界の活性化及び本会の組織強化を図るため、組織強化推進特別委

員会で対応を協議し入会者増強に努める。また、入会者へ宅地建物取引業務に対する円滑

な対応を図るとともに、県民（消費者）に安心で安全な取引業務を提供する。 
 
 
（３）適確な業務処理の推進 
 
  ①会員業者の免許関係事務について、本部支部間の連携を密にし、適確な事務を遂行す

る。 
 

 ②青森県不動産会館及び支部会館の適切な維持保全及び管理運営に努める。 
 
 
（４）青森県不動産会館の会議室・事務所の賃貸 
 
  青森県不動産会館内の事務所を関連する団体に賃貸すると共に、会議室については広く

県民（消費者）に対して賃貸する。 
 
 
（５）青森県収入証紙並びに不動産関係法令や各種資格取得のための書籍等の販売 
 
  県関係の各種申請書類等に貼付する「青森県収入証紙」及び改正や新設される不動産関

係法令並びに宅地建物取引士資格試験等の受験対策の書籍を、県民（消費者）に対して販

売する。 
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（６）事務局職員研修会の開催

 法人の支部運営に関する事項について、支部事務局職員を対象として研修会を開催す

る。 

（７）支部統廃合後の取組み

支部統廃合後、より一層の融合とスムーズな事業の遂行に向け、各統合支部・各支所を

バックアップしていくとともに、青森県ハトマークグループビジョン 2030に基づく効果
的な協会運営及び持続可能な運営基盤の維持・強化に向けたテコ入れをし、支援・整備等

を行う。 
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